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Ⅰ　はじめに

　1997年12月17日，2年越しの審議を経て

成立した介護保険法（平成9（1997）年法律

123）が公布され，2000年4月1日から施行さ

れた。また，2000年5月29日に懸案であった

社会福祉事業法（昭和26（1951）年法律45）

の改正が可決成立し，6月7日に社会福祉法（題

名改正平成12（2000）年法律111）として公布，

施行された。これにより，従来，社会福祉事業

として規定されていた福祉サービスのあり方が

大きく転換していった。そして，2003年4月1

日から支援費制度としてすすめられてきた障害

者への福祉サービスは，2005年11月7日に障

害者自立支援法（平成17（2005）年法律123）

へと転換し，さらには，介護保険制度の被保険

者の範囲の拡大という方法で介護の必要な若年

者に対する介護サービスとして障害者福祉サー

ビスが取り込まれようとしている。

　介護保険法の施行を始めとする社会福祉関係

法令の新設，改正等により，それまで提供され

ていた措置制度による福祉サービス（社会福祉

事業で提供されていた介護サービスを含む）を

購入するという契約利用制度へ多くが転換し

た。

　このような状況のキーワードは，「自己決

定」と「自立・自立支援」となっており，社会

福祉法第3条（福祉サービスの基本理念），介

護保険法第1条（目的），民生委員法（昭和23

（1948）年法律198）第14条（職務）には，全

て「その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう」と規定されている。ま

た，障害者自立支援法第1条（目的）では，「そ

の有する能力及び適性に応じ，自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう」と

「社会生活」が記述されている。

　そして，介護保険法第2条（介護保険）第4

項では「可能な限り，その居宅において」と規

定し，居宅において自立生活を営むことを前提

としている。これまでの間に，老人福祉法や身

体障害者福祉法，知的障害者福祉法等の各福祉

法改正により居宅生活支援が打ち出され，施設

入所型サービスから通所型サービス，そして訪

問型サービスの重視へと国の政策が転換してき

た。社会福祉法改正では，第1条で「福祉サー

ビスの利用者の利益の保護及び地域における社

会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を

図る」として，地域福祉の推進を基本とするシ

ステムに転換した。また，障害者自立支援法第

1条においても「障害の有無にかかわらず国民

が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこ

とのできる地域社会の実現に寄与する」とし，

第3条（国民の責務）では「すべての国民は，

その障害の有無にかかわらず，障害者等がその

有する能力及び適性に応じ，自立した日常生活

又は社会生活を営めるような地域社会の実現に

協力するよう努めなければならない。」と規定

した。このことは，従来共同体の構成員であり
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ながらも実態として排除されてきた個人を共同

体の内部に包摂し，さらには共同体が構成員の

差異（個差）を積極的に許容しながら共同体を

構成することを意味している。世界的潮流であ

るソーシャルインクルージョン（社会的包含）

をとおして，福祉社会の目的および理念として

掲げる連帯を実現しようとするものとみること

ができる。

　これまでの自由主義的理解では，日本の社

会福祉を考えるときに憲法第25条に規定して

いる「生存権保障」解釈に代表されるように

国（行政）と個人を対置させ，措置制度を権利

として理解しようとしてきたが，社会福祉法改

正は「地域社会」という言葉でコミュニティの

あり方を「自己決定」と「責任」を柱に対立軸

あるいは第三軸として考えることを主張してい

る。日本における社会福祉のあり方を考えると

きに，あらためて，個人と「社会」，「地域」な

らびに「地域社会」との関係とともに，その中

における個人の存在にかかわる「自己決定」の

法規定についての社会政策的理解が問題となっ

てくると考える。

　一方，社会福祉のシステムが大きく変換して

いる現在，生活支援が必要な状態となっても自

ら望む生活を営むことができるように多様な社

会サービスを利用していくことは重要なことで

あるが，福祉サービスを利用する上で「自己決

定」が不可欠であるならば，自己決定が福祉

サービスにおいてどのようにとらえられている

のかふり返り，社会福祉制度において自己決定

を支えるシステムのあり方と，ソーシャルワー

ク実践における自己決定を支える援助技術の

あり方の示唆を得ることが求められる。社会福

祉士等の職務内容や専門性について養成教育や

職能団体において議論されているところである

が，その基底を振り返る必要があるのではない

かと考える。

　本稿においては，社会福祉における自己決定

の権利についての現状を通してなぜ自己決定が

主張されるのかをあらためて問い直すことによ

り，「社会福祉における権利と連帯」について

の課題を考える一歩としたい。

Ⅱ　自己決定の権利が社会福祉にもたらす

意味

1　自己決定の権利

　個人の自己決定を尊重するという行為は，社

会福祉において個人の人生領域での自己肯定

（いわゆる「自分らしさ」と表現されているこ

とが多いが）や自己実現に導く機能を果たし，

自立に不可欠な条件として扱われていることが

多い。「自分のことは自分で決める」という考

えは日常生活におけるさまざまな行為は，最終

的には自分が決定しているものであり，極めて

自明の理であるように言われているが，自己決

定の条件を吟味する必要がある。

　自己決定の権利，いわゆる自己決定権につい

ては憲法第13条の幸福追求権を根拠として，

個人の尊厳を確立する理念的な権利と考えられ

たりもしているが，なぜ日本の社会福祉制度に

自己決定を組み込む必要があったか，そもそも

社会福祉制度に組み込まれた自己決定は従来の

自己決定概念と同じものなのかを考える必要が

あるのではないか。また，自己決定とともに福

祉サービスの領域に「自己決定＝自己責任」が

通念として拡がっているが，社会福祉において

両者が対置されるものではないであろう。その

ため，自己決定権を個別の事例に適用して社会

福祉援助を実施展開する中でさまざまな問題が

派生してきている。自己決定と自己決定権は異

なるものであり，自己決定という行為自体の尊
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重とそれを所与の権利としてみることは同一に

論じる問題ではないであろう。

　これまで，自己決定権については「インフォー

ムド・コンセント」や「リビング・ウィル」な

ど医療領域において多く議論が展開されてきた

が，障害者の自立生活運動などにおいても強く

主張されるようになった。

　哲学的あるいは宗教的な見地から考えるなら

ば，人は他との影響関係の中で生きているので

あり，他を切り離したところにおいて自己だけ

で決定できるかという根本的な疑問も生じてく

る。現在の自己は過去の歴史・文化の線上，あ

るいは「見えざる意思」のもとにあり，自己の

意思も将来へわたる結果に及ぼす影響のひとつ

であると考えるならば，自己決定が純粋に自己

の自立性・自律性の上に成り立つものではない

という見方ができる。また，自己決定は「生命

の尊厳」，生への意志を前提にしなければ，死

そのものを個人の意思によるものとして取り扱

うということになり，宗教者の立場からは受け

入れることができないものであろうが，それに

ついてはあらためて考えてみる必要がある。

　ところで，権利とはある人がある行為をなし

たり，あるいは一定の利益を主張または受けと

る権限を有していて，一定の行為を求めること

ができることなどをいうが，社会福祉において

「恩恵」ではなく「権利」を求めるのは，恩恵

は時として人間としての尊厳を失うことにつな

がりかねないが，権利として福祉サービスを受

給することは提供者に従属しないことを意味し

ている。社会福祉における自己決定に関する権

利を考えるときに，福祉サービスを介在した権

利の行使が福祉サービ提供者に何を求めること

になるのであろうか考えなければならない。

　自己決定権については，個人の身体に関わる

情報を含め，個人の情報のすべてについて政治

的干渉を否定して自己管理を求める権利のひと

つとしてとらえられているが，日本では憲法

第13条の幸福追求権を根拠とするために個人

の情報の枠を超えて，自己の生き方，存在その

ものについて自己決定を認めることを求めてい

る。社会福祉においては，ソーシャルワークに

おける自己決定の原則が以前からあったが，そ

れは心理学的基礎からみた社会福祉援助職の援

助技法として，クライアントの自己実現を図る

もの，あるいは問題解決のアプローチにおいて

社会福祉援助職の関係性を構築する上で認めら

れたものであった。クライアント，すなわち自

己決定の主体者から主張されるようになったの

は，社会の中でその存在を認められてこなかっ

た，あるいは阻害，排除されてきたことに対す

る自立性と自律性を問い直すことが，個人と社

会の関係の不透明さや不安定さに対する国民一

般的な疑問（いわゆる「自分探し」や「自分ら

しい生き方」と表現される）と結びついたこと

による社会化とみることができる。

　自己決定権の具体的な内容は，先行研究など

においては①個人生活形態に関する自己決定

権，②出産・妊娠中絶などに関する自己決定

権，③生命・身体に関する自己決定権などに大

別している。①に関わる内容としては，国（行

政）の干渉・介入の否定が挙げられるが，現実

には法や社会規範との関係の中で決められてい

くことになるだろう。②の生殖活動に関する自

己決定権については，「生む権利，生まない自由」

が議論されてきたところであるが，これは出産

の主体者である女性と一方の当事者である男性

の関係における支配性の問題も含んでいる。③

は治療拒否，安楽死，自殺などいわば死に関わ

る自己決定権であり，自己決定権を根拠として

「尊厳死」を認めようとか，「脳死」での臓器移

植を法的に確立しようというものだが，それに
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は自己決定権が内包する「意思能力」に関する

問題が厳然としてあることを強く思うものであ

る。また，「末期」と表現される状態が誰によっ

てなされるのかということで自己決定権と矛盾

するだけでなく，自己決定権の前提（条件）に

関わる問題といえる。これらの他に，婚姻や家

族を形成する自己決定権を加えることもある。

2　社会福祉と自己決定の権利

　社会福祉における自己決定に関する権利を前

述の3分類からみるならば，次のことを指摘す

ることができる。①については，どこで日常生

活を営むかということが考えられる。従前の社

会福祉において提供される福祉サービスは，自

律性のもとで最低限の平等性と社会権の具現化

を意味しており，それが社会政策の具体化でも

あるが施設入所を前提とした救貧的性格であっ

た。それが，「施設か在宅か」になり，「施設も

在宅も」に変化し，「在宅を基本とした」に転

換してきた。その中で，自立とは独力で生計を

営むこと（自助的自立）だけを意味するのでは

なく，他者の支援を得たとしても自律性を有す

ることにより自立（依存的自立）することの意

味と意義が示されてきた。そのことは，制度の

個別適用にあたって居住の自由・権利の制限を

やむを得ず受忍せざるを得なかったクライアン

トの生活への希望，幸福追求を強化することに

なった。従前であれば社会通念上独力での個人

生活責任を果たすことができないと思われてき

た者が自律性をもって自立することについて社

会的に容認されることへとつながっていった。

現在，「希望する生活」あるいは「目標指向の

生活」が主張されることになり，自己決定は求

める生活の様態を具体化するものとしてみるこ

とができる。しかし，意思表示が困難，あるい

は意思表示に対して他者が認識困難な状態にあ

る場合には，自己決定は尊重されることはあっ

たとしても現実の対応は意思を反映しない結果

をもたらすであろう。

　②については，障害児の出生前診断にもつな

がる問題である。障害児の出生により社会的不

利な状況が生じることを理由に，また，「社会

的に許容されるであろう親の願い」に応じると

いうことから医療領域において表面上は消極的

であってもすすめられてきた。「子どもは親の

所有物ではなく社会的な存在である」や「生命

は地球より重い」，「神からの授かりもの」との

倫理，価値，宗教観だけでは否定し得ない問題

を有している。また，障害を有することそのも

のを否定することにつながる重要な問題を含ん

でいる。

　①については，福祉サービス利用に対する拒

否の問題があげられる。医療における自己決定

の事例としてよく取りあげられるのは，宗教的

理由による輸血拒否ついて最高裁判所の判決が

あるが，生命を自己の処分可能な対象としてみ

ることへの違和感がつきまとう。しかし，②の

場合も③の場合も背景に生活を可能ならしめる

資源や他者からの自己への関心の存在があるだ

ろう。自分の身体（生命）は自分一人のもので

はない，自己の処分可能な対象ではないという

感覚は，自分の存在に強い関心をもつ他者が（例

えば，家族の希望など）いれば，生への強い意

欲，動機となるであろう。社会的存在の場合も

同様であろう。介護を必要とする状況になっ

た者や家族がそのことに悲観したり，将来への

不安を持つことはむしろ当然でもあり，恢復に

向かおうとする動機付けがなければ「生活の目

標」，「人生の目標」を見いだすことは積極的に

なされないであろう。また，介護を必要とする

者や障害者が自律性のある自立を図ろうとする

ならば，その背景には必要かつ十分な資源とし
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ての福祉（介護）サービスの存在やコミュニティ

における共同体的価値意識の共有が図られてい

かなければ成立しにくい側面を有する。

　このことは，社会福祉においては他律を前提

にして自己決定のあり方をとらえ直す必要性を

示唆している。他律は自律の前提であり，自律

性のある自立の主体者であるクライアントの存

在と社会福祉援助者の関係や社会権の視点から

も検討しなければならないだろう。

3　自己決定の権利が求められる状況の理解

　2000年4月1日から施行された介護保険法，

同年6月7日に公布，施行された社会福祉法に

より具体化された社会福祉基礎構造改革では，

社会福祉は「弱者」救済ではなく，国民全体の

生活の安定を支えるものとして位置付けられ，

福祉サービス（社会サービス）利用者の自己決

定が基底におかれた。

　介護保険法を始め，社会福祉法により示され

た自己決定と不可分な地域生活支援の考え方

は，身体障害者福祉法および知的障害者福祉法

にも統一的に取り入れられ，支援費支給制度と

して具体化され，さらに障害者自立支援法によ

り運営されることになった。

　介護保険制度では要介護者・要支援者が個別

の具体的社会サービスの利用について選択する

というだけでなく，自らの生活のあり方，生活

の目標についても「介護サービス計画」の同意

という形で自己決定する仕組みが創設された。

さらに，社会福祉法改正や支援費支給制度，障

害者自立支援制度では，障害者等が個別の社会

サービスのみならず「自らの人生」についても

自己決定できるように地域が支援するとされ，

自らが地域の中でどのような役割を果たしてい

くことができるかということについても支援の

範疇とした。このことは，従前の「措置制度」

と比べたときに当事者であるクライアントの自

己決定が保障されていくように思え，クライア

ントがコミュニティの一構成員として位置づけ

られることが確立したように思えるが，はたし

て共同体的価値意識が共有されているのかどう

かを見つめる必要がある。

　一方，自己決定そのものを制度上明確にした

り，自己決定に必要な情報の提供について制度

上組み込まれて実施展開されているが，方法論

的に援助技法として「自己決定原則」を理解す

るのであれば，むしろ，社会福祉援助職が自己

決定にどのように関与できるのかということで

はなく，クライアントによる自己決定の権利は

社会福祉援助職の存在自体に向けられるともい

えよう。

　いずれにしても，自己決定の権利に関して社

会福祉関係各法でどのように規定しているの

か，また，その背景として考えられることは何

かについて確認したい。

Ⅲ　社会福祉における自己決定の権利の視

点

1　介護保険制度等の構成にみる自己決定の

権利

　社会福祉関係制度において，2000年4月に施

行された介護保険法は自己決定に言及した規定

を盛り込んだものといえる。さらに，2006年4

月から改正施行された内容は自己決定について

の考え方を強化しただけでなく，いわゆる自己

責任まで踏み込んだものとなっているとみるこ

とができる。

　同法第4条（国民の努力及び義務）では，

「国民は，自ら要介護状態となることを予防す

るため，加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚

して常に健康の保持増進に努めるとともに，要
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介護状態となった場合においても，進んでリハ

ビリテーションその他の適切な保健医療サービ

ス及び福祉サービスを利用することにより，そ

の有する能力の維持向上に努めるものとする。」

としている。このことは，道徳的権利としての

側面で福祉の権利をみるというよりも，法的権

利性を構成する条件を備えることを全面に示し

ていると受け止めることができる。別のいい方

をするならば，社会全体の利益，社会的効用か

らみて政策的に保障される権利の行使について

示しており，社会保険における給付の権利性を

構成する条件よりも政策上の判断に左右される

ものとみることができ，実質的に反射的利益と

同じ性質と見なすことができるのではないだろ

うか。このことは，生活の維持・継続または向

上は個人の自立についての責任を強調するあま

り，憲法第13条の幸福追求権の性格に依存す

るであろう自己決定の権利を保障するというよ

りも，政策的に国が誘導する社会全体の利益に

向けて国が自己決定を強制するものとみること

ができる。

　また，「2　国民は，共同連帯の理念に基づき，

介護保険事業に要する費用を公平に負担するも

のとする。」は社会福祉の普遍主義を意味する

ものであるが，そのことは国民は介護という潜

在的リスクに対して生活を防衛するため保険料

を含めた財源負担をするが，第1項から給付は

選別主義であることをとおして権利を特定化す

るものとみることができる。

　さらに，介護保険制度の創設および改正にあ

たっては，「持続可能な制度」や「社会保障の

総合化」，「予防重視型システムへの転換」など

がいわれている。制度創設当初によくいわれて

いることは，資源の有限性からくるサービスの

効率的，効果的配分であり，既存の資源の有限

性ゆえに新たな資源開発，資源の創出の必要性

であった。資源の有限性を理由に給付制限など

権利の条件や範囲に関して脆弱性のあった法的

権利に対して，ケアマネジメントというあらた

な方法によりサービス内容に関わる権利の範囲

に定めることにより，自己決定の権利が「公共

の福祉」とは異なる次元から一定の制限を受け

ることになったとみることができる。

　一方，障害者自立支援法では第2条（市町村

等の責務）で「一　障害者が自ら選択した場所

に居住し，又は障害者若しくは障害児（以下

「障害者等」という。）がその有する能力及び適

性に応じ，自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう」市町村は必要な給付等を

計画的に行うこととしている。これは自己決定

を尊重するという段階を越えて自律性のある自

立を市町村が保障するという理解ができるが，

介護保険法と同じ「有する能力」と障害者自立

支援法で初めて取り入れられた「適性」が自己

決定の権利とどのように関係するかを考えなけ

ればならない。成年後見制度は「事理弁識能力

に欠ける常況にある者」への後見等を行うが，

自己決定として行ったことに対して責任を求め

るときに自律能力が不足すると判断された場合

には，そのような状態を放置したことへの社会

（コミュニティ）の責任が生じ，自己決定にと

もなう責任自体が成り立たなくなる。ところが，

法律行為の責任能力と自律が不可分の関係であ

るならば，自己決定のあり方そのものも問題と

なってくる。

　そこで，他者の支援に依存して自律性のある

自立（依存的自立）を考えるとき，自己決定で

きるかどうかではなく，自己決定できる環境，

状況をどのように創出し，支援するかという問

題に転換することでなければ，自立生活そのも

のが問題となるだろう。また，「能力の有無」

というものは客観的な判定が可能かのような
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装いをもっているが，専門家と称される他者が

どのように判断するのかという他者の決定に依

拠することになる。自己決定させてよいのかと

いうこと自体も社会が判断することになるなら

ば，自律性そのものも社会に左右されることに

なり，共同体的価値意識の醸成が必要となる。

2　ケアマネジメントのプロセス等にみられ

る自己決定の権利

　介護保険法では居宅介護サービスとしてケア

マネジメントを位置づけ，介護支援専門員がケ

アマネジャーとしてそれぞれの要介護者・要支

援者の個別性のあるなじみにくいニーズの判

定という判断行為を介在させ，それを当事者

である要介護者・要支援者が同意するというシ

ステムをとっている。医療領域ではインフォー

ムド・コンセントが以前からいわれ，医師の適

切な医療行為であったとしても患者の同意ある

いは合意がなされなければならないとし，患者

自身が主体的に治療に参加することを可能にし

てきた。ケアマネジメントにおける同意もケア

マネジャーのアセスメントに基づくケアプラン

（介護サービス計画）に同意することにより，

介護保険給付が現物給付化されることで自己負

担感の軽減とともに被保険者（要介護者・要支

援者）が要介護状態または要支援状態の改善，

維持等に主体的にとり組むことが容易化される

ことになった。当初はケアマネジメント手法に

ついて十分合意されてきたとはいえず，介護支

援専門員も研究者の主張する技術的側面に振り

回された感があったが，自立について政策的に

主導される中で「利用者主権」の表現とともに

十分ではないが合意がすすめられてきた。介護

保険法改正（2007年4月改正施行）により介

護予防が前面に打ち出され，「目標指向のケア

マネジメント」はさらに強く主張されることに

なった。この前提は，「自己決定の尊重」を示

しながらも自己決定の権利の保障を意味してい

るのではないところにあると考えられる。介護

に関して予防の視点は療養の視点，生活の視点

とともに当初から必要とされてきた視点である

が，介護予防ケアマネジメントはケアマネジメ

ントを依頼できる（契約できる）機関も市町村

の指定したものに限定されなど，自律を求めな

がら他律の方向付けが制度的に規定されている

からである。

　また，障害者自立支援法の前に支援費支給制

度があったが，その際に高齢者対象の介護保険

制度との互換性を意識した「障害者ケアマネジ

メント」が国により積極的にすすめられた。と

ころが，介護保険制度におけるケアマネジメン

トも「代弁者によるサービス調整」がいわれ，

手法としても合意されたとはいえない中での

「専門家による判断」の喧伝や「ケアマネジメ

ント担当者」と指定される者の属性，専門性な

どもあり，当事者から強い反発を受けることに

なった。そのとき「自分たちのことは自分たち

がもっともよく知っている」，「自分のことは自

分で決める」と自己決定の権利が主張された。

しかし，研究者の側からのケアマネジメントに

おける「同意」の意義は，社会福祉の領域にお

いてケースワークの原則として以前からいわれ

てきた援助技術上のクライアントの自己決定の

域を出ていなかったのではないだろうか。介護

保険制度や障害者自立支援制度における「同意」

は自己決定の権利とその条件から示されている

とともに，社会との相関性で考えるものだとみ

るならば，当事者と研究者のケアマネジメント

についての定義と意義の議論は交わることがで

きなかったのは無理からぬことであった。

　制度上は同意によりケアマネジメントがすす

められ，保険給付として受ける個々のサービス
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についても具体的な個別サービス計画の同意が

なければ提供者も介護等報酬を請求することが

できない。そこで，「同意」についての形式が

整うことが重視されることになり，計画と実績

の同意と整合性がなければ不正請求として扱わ

れることになる。それは，同意のもつ意味が自

己決定の権利としてではなく，給付の条件とし

て扱われることになり，恣意性をもつことによ

り他者の権利を不当に左右する結果をも有する

ことになる。

3　介護サービス情報の公表にみられる自己

決定の権利

　改正介護保険法は介護サービス事業者が行っ

ているサービスの内容等を調査し，客観的情

報（基本情報及び調査情報）をインターネット

等により公表する「介護サービス情報の公表」

制度を取り入れた。介護サービス情報の公表は

情報開示を標準化し，介護サービス利用者に情

報を公表することにより要介護者・要支援者や

家族等の介護サービス選択（契約）を前提に，

選択を支援するための環境を整えることで介護

サービスに係る市場原理を適正に機能させるこ

とを目的としている。それにともない，選択さ

れる側である介護サービス提供者のサービス改

善への取り組みを促進することをねらうもので

ある。

　情報公表にあたっては第三者である調査機関

の客観的な情報を提供して，介護サービスの是

非や適用は要介護者・要支援者の判断・評価を

委ねることとしている。「介護サービス情報の

公表」の特性は，公表情報の客観性が求められ

ることから事業所の任意性を排除し，公表情報

の標準化を図ることにより適切な介護サービス

提供を現場において実質的に保証するためのサ

ブシステムとして国が位置づけたことにある。

そして，実施責任を介護サービス事業者の指定

権限を有する都道府県におくことにより，目的

とねらいを実現しようとしたところにある。ま

た，行政による監査ではないことを強調する

こともあり，第三者である調査機関は実施機関

が指定することになったが，公表された情報の

内容が実際に提供されているかどうかの責任は

介護サービス事業者にあるとし，調査にあたっ

ては客観性を担保するため調査員の主観による

判断を排除し，事実確認のための調査（事実誤

認以外の意見は求めない）であることを強調し

た。公表する内容が実施されていなくても行政

指導の対象とならないし，公表された情報に対

する判断は介護サービスを利用しようとする者

自身が行うことは，自己決定したことによる結

果についての責任は自身にあることになる。そ

れは，責任を引き受ける自律能力の問題と社会

の責任負担の問題を改めて提起することになる

であろう。くわえて，公表する情報は省令で規

定され，現在は事業者の名称，所在地，連絡先，

利用者数，職員配置等の基本的な情報と調査員

の訪問調査により事実確認（事業者からの報告

の確認）をした情報であるならば，自己決定に

資する情報をこれまで事業者に対する平等・公

平性を理由に十分開示しなかった行政の行為を

追認することに他ならない。

　情報公表制度の基礎理論はイギリスで

提唱された新公共経営理論（New Public 

Management）であると国により説明され，サー

ビス主体規制の緩和（市場原理の導人），利用

者主権（選択・自己決定），情報開示の徹底な

どを基本的な考え方として，公的サービス部門

に民間的経営手法や競争原理を導入することに

よりサービス全体の質の向上や事業の効率性を

追求する考え方として紹介されている。「情報

の非対称性」と「交渉力格差」も導入の理由と
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してあげられているが，もともと介護保険制度

に限らず社会福祉においてはサービスの充足率

とサービスを必要とする者の自己決定を行う能

力，自律能力の補充等が問題とされており，情

報公表制度を活用できる者は極めて限定され

る。ケアマネジャーがその情報を入手していた

としても，選択できるサービス量が地域に存在

しなければ選択の範囲は「程度の選択」となら

ざるを得ない。

4　福祉サービスの第三者評価にみられる自

己決定の権利

　社会福祉法第8章「福祉サービスの適切な利

用」の第75条（情報の提供）では，「社会福祉

事業の経営者は，福祉サービス（社会福祉事業

において提供されるものに限る。以下この節及

び次節において同じ。）を利用しようとする者

が，適切かつ円滑にこれを利用することができ

るように，その経営する社会福祉事業に関し情

報の提供を行うよう努めなければならない。」

とし，同条第2項では「国及び地方公共団体は，

福祉サービスを利用しようとする者が必要な情

報を容易に得られるように，必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。」としている。

また，第76条（利用契約の申込み時の説明）

および第77条（利用契約の成立時の書面の交

付）では契約とその履行にあたっての重要事項

説明書の交付についても規定している。さら

に，第三者評価の必要性と国が必要な措置を講

ずることを規定しており，それらは章題である

福祉サービスの適切な利用に資するものとして

位置づけられている。

　福祉サービスに限らず第三者評価は評価機関

の格付け，認証，改善指導などの手法による目

標に対する「達成度」の確認であり，直接アプ

ローチして評価等を行うことで質的管理を行う

システムである。一般に，商品等の評価は一定

の基準値・規格にしたがって製品そのものや製

造工程を測定し判断でき，測定の手法や基準

値，規格を標準化できやすいが，福祉サービス

の評価は規格そのものの曖昧さもあり標準化が

難しく，評価基準はより主観的，抽象的になり

やすいため対象に求められる水準の設定そのも

のも評価実施主体の主観的概念に基づくものと

なる。また，評価者の専門性や経験等により異

なりやすく，評価者の評価とサービス利用者の

満足（評価）は必ずしも一致しないという特徴

をもつ。

　福祉サービス第三者評価と介護サービス情報

の公表はその内容や方法，依拠している理論も

異なるため同列に論じることは適切ではない

が，第三者評価の場合は評価を参考にする者

が評価機関に対してどの程度信頼をもつかによ

り，少なくとも自己決定の容易化は可能になる

であろうし，その場合，他律による自律という

関係が存在する。

5　日常生活自立支援事業（福祉サービス利用

援助事業）にみられる自己決定の権利

　自己決定の権利を前提にした制度に福祉サー

ビス利用援助事業（いわゆる日常生活自立支援

事業，旧　地域福祉権利擁護事業）がある。こ

の事業は社会福祉法第2条（定義）により第二

種社会福祉事業と位置づけられ，同条第3項第

12号で「福祉サービス利用援助事業（精神上

の理由により日常生活を営むのに支障がある者

に対して，無料又は低額な料金で，福祉サービ

ス（前項各号及び前各号の事業において提供さ

れるものに限る。以下この号において同じ。）

の利用に関し相談に応じ，及び助言を行い，並

びに福祉サービスの提供を受けるために必要な

手続又は福祉サービスの利用に要する費用の
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支払に関する便宜を供与することその他の福祉

サービスの適切な利用のための一連の援助を一

体的に行う事業をいう。）」と規定している。実

態は「金銭預かり・払出代行」サービスのよう

に運営されている感があるが，福祉サービスを

利用するうえで地域が支援することを目的とし

ている。日常生活における自己決定能力（判断

能力）があるが十分に対応することは困難であ

ると判断された者が支援者（多くの場合は社会

福祉協議会）と契約を締結することで日常生活

を営みやすくするものである。もともと認知症

高齢者や知的障害者，精神障害者のうちで金銭

管理について不安があり，家族などの協力が得

られない場合の預貯金の払い出しや公共料金の

支払いなどを行政職員や社会福祉協議会職員が

非公認で行っていた実態があり，社会福祉法改

正で新たな社会福祉事業となったものである。

　あくまでも契約に基づくため，「契約できる

能力」を有していることが前提となり，契約後

も定期的な見直しをしなければならない。自己

決定能力の判断にあたっては契約締結審査会が

行うが，契約できる能力と日常生活における行

為能力をどのように見るかが問題となる。本来

の目的である福祉サービス利用にあたっての相

談は，一般的な市民であっても入手できる情報

量や内容に差異があり，判断にあたっての支援

を必要とする場合もあるであろうことを考える

と福祉サービスを必要とする者の自己決定に関

する「能力の所与性」が背景にあることが分か

る。日常の生活行為能力に関してもそのこと自

体が問題となるのではなく，生活行為にあたっ

ての行為としての自己決定の能力が問われるこ

とになる。

　民法改正による成年後見制度よりいち早く制

度化されたが，成年後見制度の補完的役割があ

るといわれる。現状では，自己決定能力が十分

でなければ日常生活自立支援事業ではなく成

年後見制度を利用することが妥当と判断され

たり，成年後見制度を利用していても日常生活

に関する費用の払い出し等は日常生活自立支援

事業で後見人等と契約を締結することもみられ

る。そのことだけをみると補完的役割は成年後

見制度との橋渡しであったり下請けであったり

するが，成年後見制度においても被後見人等の

日常生活行為に関することは被後見人等自身が

行為の主体者として行うことになっていること

から考えると，生活行為に関わる自己決定を補

完するものと考えることができる。

6　苦情解決制度にみられる自己決定の権利

　苦情解決制度は社会福祉法第82条から第86

条にわたって規定してあり，社会福祉事業経営

者による苦情の解決が第一義となっている。契

約の締結や重要事項説明，情報の公表や第三者

評価などにより福祉サービス利用者の権利を事

業者との対等性により保障しようとするだけで

なく，実際のサービス利用提供が開始された後

の問題に対応しようとするものである。一般的

に商品等を購入するときは販売者の説明だけで

なく，カタログや実際の商品を見たり，ときに

は試用したりして納得のうえ購入することが多

いが，福祉サービスの利用にあたっては，標準

的な方法は示せても個別性に応じた対応を必要

とすることから契約前に自己に適用される具体

的なサービスをみることはあまりない。また，

情報の理解など「能力」に関することからサー

ビスについての錯誤や意図的な作為もあり得る

ことなどから苦情対応が求められている。事業

者段階では苦情受付担当者や苦情解決責任者の

他，第三者委員を設置して内部での対応を進め

ることとしているが，単に苦情対応に終わるの

ではなく，それをとおして福祉サービスの質的
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向上を図ることなどを意図している。

　事業者段階で解決が図れない場合には都道府

県単位で都道府県社会福祉協議会に運営適正化

委員会を設置している。運営適正化委員会は福

祉サービス利用援助事業に関する助言や勧告も

行うが，苦情の解決のための相談に応じて必要

な助言や調査を行い，苦情申し出人と福祉サー

ビス提供者の同意を得て苦情解決のあっせんを

行う。法第86条で運営適正化委員会から許認

可権限を持ち監督責任のある都道府県知事へ

の通知を規定していることもあり，申し出人か

らは「裁決」による「解決」を期待されること

が多いが，委員会の機能はあくまでも支援であ

る。委員会から事業者への申し入れもあるが，

基本は苦情申立者自身による自主的な解決が求

められており，委員会は解決のための助言等の

支援を行うことが主である。また，紛争性のあ

る事案は制度に馴染まないものとして適切な機

関への紹介となる。言い方を変えるならば，法

による解決では「解決」しない「自己決定」を

他者との関係性の中で両者にとって望ましい方

向性を模索し，提案することが基本といえる。

　これらのことは何を意味するのかを考えると

きに福祉サービスの選択と利用にあたっての自

己決定の問題が出てくる。福祉サービスを利用

するうえで契約の当事者性を考えるならば，申

立者自身が希望するサービス内容についてどこ

まで，どのように求めたのか，事業者は申立者

が希望するサービス内容を実現するためにどの

ように対応したのかという，契約履行にあたっ

ての契約当事者間の責務がある。また，申立者

がその後もサービス利用を継続したいのかどう

かということも大きな問題として出てくる。限

られたサービス資源を効率的かつ効果的に利用

するには他律と自律，自助的自立と依存的自立

の比重調整が必要になる。サービス利用の継続

はあくまで当事者間において合意と同意が得ら

れなければならないし，同意が得られないとす

るならばどこに責任を帰することになるのかが

問題となる。多くの場合には，申立者の「能力」

に帰することになるであろうが，そうなれば，

そのような状況にある者に対して適切な支援を

行わなかったことの問題が一方に生じることに

なる。そのため，苦情解決制度はその調整を制

度化することにより，自律性を確保することを

図っていると考える。

Ⅳ　社会福祉における自己決定の権利に関

する課題（おわりに）

1　自己決定の権利とコミュニティ

　社会福祉実践において権利擁護が声高に叫ば

れるようになっているが，実践における道徳的

価値として理解することには共通の認識が得ら

れているとしても，「判断能力」を「補う」こ

とでクライアントの自己決定は確立され，擁護

されているといえるのだろうか。その素朴な疑

問に対する示唆を得ることで，クライアントと

社会福祉援助職との関係，コミュニティにおけ

る共同体的価値意識の共有が図られていくので

はないかと考える。また，この間の社会福祉基

礎構造改革や介護保険制度改革では「地域」や

「地域福祉」ということばが繰り返し語られ，

自己決定や自立が地域との関係の中で組み込ま

れ，法体系もこれに沿った形で変更されてきて

いる。

　社会福祉法第1条（目的）には「この法律

は，社会福祉を目的とする事業の全分野におけ

る共通的基本事項を定め，社会福祉を目的とす

る他の法律と相まつて，福祉サービスの利用者

の利益の保護及び地域における社会福祉（以下

「地域福祉」という。）の推進を図るとともに，
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社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び

社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図

り，もつて社会福祉の増進に資することを目的

とする。」とし，地域福祉に言及した。そして，

第4条（地域福祉の推進）で「地域住民，社会

福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福

祉に関する活動を行う者は，相互に協力し，福

祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を

構成する一員として日常生活を営み，社会，経

済，文化その他あらゆる分野の活動に参加する

機会が与えられるように，地域福祉の推進に努

めなければならない。」と規定したが，地域福

祉についての明確な定義づけはされていない。

第107条は市町村地域福祉計画に関して規定し

ているが，「地域における」との文面からは，

行政組織が管轄するエリアとしての地域か，そ

れとも所属意識のともなうコミュニティとして

一般的に観念されているものかは，明確に読み

取ることはできない。しかし，第4条の規定か

ら理解するならば，コミュニティのあり方を地

域福祉のことばで定義づけようとしているとみ

ることができる。そして，そのあり方は自律性

のある自立した個の存在であり，差異を差異の

まま承認することができなければ自律性のある

自立そのものが成り立たなくなることを前提と

しているとみることができるだろう。

　社会福祉法の改正は地域福祉という鍵により

共同体的連帯の再構築を図るものであるとする

ならば，自律性における自己決定の権利に対す

る観念の変容が必要であろう。それならば，自

律性のある自立を実現し維持していくことに深

く関与する社会のあり方が問われ，今後どのよ

うな「地域」をどのようにして形成し，維持し

ていくのかということが重要な課題となるであ

ろう。自己決定を保障する環境や自己決定の条

件を保障する具体的な行為がなければ，行政に

よる個人生活介入から「地域」に判断を委ねる

ことに転換しただけとなり，依然として保護の

対象であることを継続することになる。現在の

制度の背後には，成年後見制度等にみられるよ

うに障害者などサービス受給者に関して「自己

決定能力の所与性」が意識されている。また，

地域が負担できるコストは有限であるとの認識

のもとに，地域でどの程度の支援を行っていく

かを考えていこうとするとき，自己決定の権利

の範囲に関して地域への依存（依存的自立）が

認められる。そこで，地域福祉計画策定の義務

づけにみられるように，社会との関係の中に

あって地域に従前とは異なる共同体的連帯を構

築しようとすることになる。

2　共同性を体現した連帯の構築に向けて

　社会福祉については法制度の明確化，基準化，

標準化が必要な反面，個別のニーズの充足にあ

たっては柔軟性や個別性が無くなればクライア

ントの生活が制限され，圧迫されることもある

ため，専門職といわれる社会福祉援助職の知識

や判断に依拠する部分が多い。

　ところが，専門職の判断に依拠する場面が多

くなるほどクライアントの生活や判断に介入す

る場面も増加するであろう。その場合，クライ

アントの判断や自己決定に対して安易に「専門

性」が主張されることになるならば，クライア

ントの権利の範囲が社会福祉援助職によって不

当に制限されることになる。そのため，専門職

の内部規律としての倫理綱領などの必要性があ

るのだが，クライアントの権利が政策上の判断

に左右されうる権利としてではなく，道徳的権

利としてとらえることができるようにすること

が自己決定の権利を理解する上で不可欠と考え

る。

　また，社会福祉において他律性，依存的自
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立性，差異性をどのように承認するかというこ

とについても考えなければならない。法的権利

は認められたとしてもコミュニティの中におい

て共同体的価値意識の醸成と共有がすすまなけ

れば社会全般で自律が実態として受け入れられ

ないであろう。社会福祉における権利について

は多くの先行研究が存在し，近年は成年後見制

度や虐待問題とも相まって，従来とは異なった

視点で権利擁護ということばで説明されること

が多くなった。社会福祉基礎構造改革による短

期間での法制度の改正，創設は根拠や背景に十

分な検証を経ないうちにすすめられ，いわば後

追いで検証せざるを得ない状況である。社会福

祉においては社会政策の必要性と技術（援助活

動）の重要性が繰り返しいわれ，方法論も具体

的に展開されてきているが，道徳的権利と法的

権利の視点からの現実社会に対する検証は法学

者に負うところが多い。

　社会福祉は共同性を体現した連帯の構築が不

可欠であるとするならば，権利の具体化を巡る

問題についても政策と技術のそれぞれから点検

し，社会福祉の法と実態から一つ一つ検証して

いきたい。さらに権利のもつ他者依存性を前提

にして「人間の尊厳」を理念とした共同体（倫

理共同体）のあり方を考えたい。
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